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埴生大池水位監視設備設置工事 

特記仕様書 
 

第１章 総則 

  本特記仕様書（以下、「本仕様書」という）は、ため池監視システム設置工事（以下、「本

業務」という）に適用し、本仕様書に明示なき一般事項は、富山県農林水産部制定「施設機械

工事等共通仕様書」(以下｢共通仕様書｣という)によるものとする。 

 

また、本工事はこの特記仕様書によるほか、下記に示す規格及び基準に準拠し施工するもの

とする。 

１）富山県農林水産部 土木工事施工管理基準 

２）日本規格協会 日本工業規格（JIS） 

３）経済産業省 電気設備技術基準 

４）電気学会電気規格調査会標準規格（JEC） 

５）日本電気工業会規格（JEM） 

６）日本電線工業会規格（JCS） 

７）厚生労働省 労働安全衛生法 

８）その他関連企画及び基準 

 

第２章 工事内容 

 目  的 

本工事は市内ため池について、水位監視設備を設置し豪雨時等の監視・管理体制の強化する

ことを目的とする。 

 

 場  所 

  本工事予定位置は別添位置図に示すとおりであるが、事前に発注者、受注者、管理者が協議

して決定する 

 

工事概要 

本工事にて新設する鋼管柱を利用し、カメラ、水位センサ、制御装置を設置し、電気・通信

回線を整備して、ため池水位及びため池の様子のデータを自動収集し、インターネット経由で

閲覧できるようにする。 
ため池耐水位監視設備設置 １箇所（水位計、監視カメラ） 

    

工  期 

  本工事の工期は契約日の翌日より令和３年９月３０日とする。 

 

第３章 提出書類 

 施工計画書 

受注者は契約後速やかに現場状況を確認の上、設計図書の照査を行い、施工計画書を作成し

提出するものとする。 


































